
特 集

4 zeimu  QA  2020.1

TEXT by  KOTANI yota 税理士 小谷  羊太

　コンピュータは、現代では、一般家庭などにおいても、インターネットを利用して情報を収集する手段等で
使用される機器として、広く認識されています。元々は電算処理をするための機器として国や各研究機関等に
おける開発から始まり、現在では一般家庭で使用するパソコンや電卓、更には携帯電話の機能にいたるまで、
広く様々な種類や形のものとして普及しています。一般家庭における普及当初は、よく似た機器で「ワードプ
ロセッサ（ワープロ）」と呼ばれる文字をタイピングする機器も存在していましたが、ワープロは電算処理をす
る機能が付いていないために、コンピュータとはまた違う機器として認識されていました。
　現在のコンピュータは電子計算機と呼ばれ、様々な電算処理をすることができる機器の総称となっています。
コンピュータの種類には、①スーパーコンピュータ、②汎用コンピュータ、③ワークステーション、④パーソ
ナルコンピュータ、⑤マイクロコンピュータ、などがあります。
　これらのコンピュータはそれ自体、単体で稼働することができるわけではなく、ソフトウエアとの組み合わ
せによって、それぞれに備わるスペックにより、その機能を発揮するものとなります。
　現代においては、機器に最初から組み込まれているソフトウエアであっても、それらの機器と一体となって
効用をなすものや、他のソフトウエアの組込みや変更が可能な仕様となっているもの、コンピュータを制御す
るためのソフトウエアであるAIやRPAといった技術など、コンピュータとソフトウエアを取り巻く環境は年を
追うごとに多種多様なものがどんどん普及しています。
　コンピュータは有機物である機器として有形固定資産となりますが、ソフトウエアについては、無形の存在
であるがゆえに、その形態も多種多様なものが日進月歩で生み出され、それらの取扱いも変遷すべきものとなっ
ています。
　今回の特集では、近現代における最新のコンピュータソフトウエアに関する会計と税務について解説します。
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コンピュータとソフトウエアの違い
　コンピュータとソフトウエアの違いについて教えてください。Q1-1

を命令するためのプログラムなど、有形資産で

はない無形のソフト部分について、ハードウエ

アとは区別した概念として認識されています。

　税法上の名称として、ハードウエアに相当す

るコンピュータは「電子計算機」、コンピュー

タソフトウエアは「ソフトウエア」と呼称され

ています。

　コンピュータは、数値の演算だけに限らず、

各種情報やデータの処理をするための作業、文

書の作成、動画の編集、遊戯（ゲーム）などを

するための、電子により稼働する電算機器をい

います。人が手動では処理できないような複雑

な計算を、高速で、かつ、大量に行います。

　ソフトウエアは、これらの計算をするための

プログラムであり、いわゆるコンピュータソフ

トウエアのことをいいます。

　コンピュータは、「電子計算機」とも呼ばれ

ており、一般的にはこれらの機器を総称したも

のとなりますが、専門的には、コンピュータは、

キーボードやモニターなどの端末機器から、パ

ソコン本体の電子基板や回路が組み込まれた

有形資産としてのハードウエア部分を指すも

のとして認識されています。

　これに対して、ソフトウエアは、一定の作業

Ⅰ　コンピュータ・ソフトウエアの概要
　まず最初に、コンピュータとソフトウエアが具体的にどのように関わっているのか、また、ソフ
トウエアの種類や範囲などを解説します。よく混同される例として、ソフトウエアとコンテンツが
ありますが、それらの定義を知ることによって、例えばホームページの作成費用についてもソフト
ウエアとそうでない部分が明確になります。

〔図表1〕コンピュータとソフトウエアの
　　　　  イメージ
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